
○
　
自
衛
隊
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

（抄
）

（第
四
条
関
係
）

（
特
別

の
部
隊

の
編
成
）

第

二
十
二
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
七
十
六
条
第

一
項
、
第
七
十
人
条
第

一

項
、
第
八
十

一
条
第

二
琴

　

弊

メ

十

一
条

の

一
一^
牙

一
琴

ヌ

村

絲牙
ハ

十

一
条

三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
の
出
動
そ
の
他
の
行
動
を
命
じ
た
場
合
に

は
、
特
別
の
部
隊
を
編
成
し
、
又
は
所
要
の
部
隊
を
そ
の
隷
属
す
る
指
揮
官

以
外
の
指
揮
官
の

一
部
指
揮
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

・
３

　

（略
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（特
別
の
部
隊
の
編
成
）

第
二
十
二
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
七
十
六
条
第

一
項
、
第
七
十
人
条
第

一

の

項
、
第
人
十

一
条
第

二
項
又
は
第
八
十

一
条

の
二
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
自

衛
隊

の
出
動
を
命

じ
た
場
合

に
は
、
特
別

の
部
隊
を
編
成
し
、

又
は
所
要

の

部
隊
を
そ

の
隷
属
す
る
指
揮
官

以
外

の
指
揮
官

の

一
部
指
揮
下
に
置
く

こ
と

が
で
き
る
。

２

・
３

　

（略
）

関
す
る
法
律

（令
和
七
年
法
律
第
　
　
　
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

特
定
不
正
行
為
を
い
い
、
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

つ
て
、
本
邦

外

に
あ

る
者

に
よ

る
特

に
高
度

に
組
織

的

か

つ
計

画
的

な
行
為

と
認

め
ら

れ

る
も

の
が

行

わ

れ

た

場

合

に

お

い

て
、

次

の
各

号

の

い
ず

れ

に

も
該

当

す

る

こ
と

に
よ

り
自

衛
隊

が

対
処
を
行
う
特

別

の
必
要
が

あ

る
と
認

め

る
と
き

は

、
部

隊
等

に
当
該

特
定

不
正
行
為

（
当
該

特
定

不

正
行
為

を
行

つ
た
者

に
よ

（
新

設
）
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改

正

案

現

行

（重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
通
信
防
護
措
置
）

第
八
十

一
条
の
三
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
特
定
不

正
行
為

（重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に



る
同
種

の
特
定

不
正
行
為

を
含

む
ｃ

第

一
号

に
お

い
て
同

じ
。

）

に
よ

る
当

該
重

要

子
計
算
機

へ
の
被
害

を
防

止
す

る
た

め

に

必
要
な
電
子
計
算
機

の

動
作
に
係
る
措
置
で
あ

つ
て
電
気
通
信
回

を
介

し
て
行
う
も

の

（
以
下

こ

の
条

及
び
第

九
十

一
条

の
三
に
お

い
て

「
通
信
防
護
措
置
」
と
い
熱
―
】
，
‐
「

と

る

べ
き
旨

を
命

ず

る

こ
と
が

で
き

る
。

_|
|

当

該

特

定

不

行

為

に

よ

り

重

要

電

子
計

特
定

重
大
支

障

（
重

機
に

要
電
子
計
算
機

の
機
能

の
停
止
又
は
低
下

で
あ

つ
て
、
当
該
機
能

の
停
止

又
は
低
下
が
生
じ
た
場
合

に
、
当
該
重
要

子
計
算
機
に
係
る
事
務

又
は

事
業

の
安
定

な
遂
行
に
容
易

に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
支
障

が
生

じ

、　
こ

を

著

損

な
う
事
態

が
生

ず

る
も

の
を

い
う
ｃ
次
号

に
お

い
て
同
じ
。
）
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
大
き

い
と
認
め
る
こ
と
。

一 |

一 |

特
定
重
大
支

の

発
生

を
防

止
す

る
た

め

に
自
衛
隊
が
有
す
る
特
別
の

技
術

又
は
情

が

必

要

不
可
欠

で
あ

る

こ
と
。

-1
=ユ

l

国
家

公
安

委
員
会

か
ら

の
要

又
は
そ
洲
´

な
行
為

に
よ

る
被
害

の
防
止
に
関
す
る
法

第

二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
重

要
電

子
計
算

（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も

の
に
あ

つ
て
は
、
防
衛
省
が

調
達
す
る
装
備
品
等

の
開
発
及
び
生
産

の
た
め

の
基
盤

の
強
化
に
関
す
る
法

律

（令
和
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

二
十
七
条

第

一
項

に
規

定
す

る
契

約

事
業
者

で
あ
る
者
が
次
に
掲
げ
る
情
報
を
取
り
扱
う
た
め
に
使
用
す
る
も

の

に
限

る
。

）

を

い
う
。

一
|

日
米

相

互
防

衛

援

助

協

定

等

に
伴

う

秘

密

保

護

（
昭

和

一
一
十

九

年

れ

に

よ

´
´
て

匡
家

及
び
国

民

の
安

し

く

法
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律

第

百

六
十

号
）
第

一
条
第

二
項

に
規

す

る
特

別
防

衛

秘
密

で
あ

る

情

報

二
|

特
定
秘
密

の

護
に
関
す
る
法
律

（
平
成

一
一十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

第
二
条
第

一
項
に
規
定
す

る
‐

特
定
秘
密

（
同
法
第
二
条
第
四
項

の
規
定
に

よ
り
防
衛
大

が
保
有
さ
せ
、

又
は
同
法

人
条

第

一
項

の
規
定

に
よ
り

防
衛
大
臣
が

供

し

た

も

の

に

限

る

。

）

で

あ
‐

６

組
胸
・．‐淵
「

三
　
防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強

イヒ

”に
一間因
す

る
法
律
第

二
十
七
条

第

一
項
に
規
定
す

る
装
備
品
等
秘
密

で
あ

る
情
報

四
　
重
要
経
済
安

情

報

の
保
護

及
び
活
用

に

す

る
法
律

（
令

和
六
年
法

律
第

二
十
七
号
）
第

二
条

第

一
項

に
規
定

す

る
重

要
経

済
安

保
情

報

（
同

法
第

十
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
防
衛
大

が
提
供

し
、

又
は
同
条

第

二

項

の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
保
有
さ
せ
た
も

の
に
限
る
。
）

で
あ
る
情

報

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
通
信
防
護
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た
部

隊
等
は
、
警

庁
又
は
都
道
府
県
警
察

（次
項
第
四
号
に
お
い
て

「警
察
庁

等
」
と

い
う
。
）
と
共
同
し
て
当
該
通
信
防
護

措

置

を

実
施
す
る
も
の
と
す

ろ
）
。

41

内

閣
総

理
大

臣

は
、
第

一
項

の
規
定

に
よ

り
部

隊
等

に
通
信
防

護
措

置
を

と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
防
衛
大
臣
と
国
家
公
安

委
員
会
と

の
間

で
協
議
を
さ
せ
た
上
で
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
指
定
し
な
け

れ
ば

な

ら

な

い
ｃ

一
|

通

信

曖

護

搾

題

に

よ

り

対

処

を

行

う

特

定

不

正

行

及

び
防
護

の
対
象

為

-12-



二
|三|四

　
警
察
庁
等
と
共
同
し
て
通
信
防
護
措
置
を
実
施
す

る
要
領
そ
の
他

の
警

察
庁
等

と

の
連
携

に
関
す

る
事

項

五
　

そ

の
他

必
要
な
事

項

「

!

01

内

閣
総

理
大

臣

は
、
前

項
第

三
号

の
期
間
内

で
あ

つ
て
も
、
通
信
防
護
措

置

の
必
要

が
な

く
な

つ
た
と
認
め
る
場
合

に
は
、
速
や
か
に
、
部
隊
等
に
通

信
防
護
措
置

の
終

了
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
関
係
機
関
と

の
連
絡
及
び
協
力
）

第
八
十
六
条
　
第
七
十
六
条
第

一
項
、
第
七
十
七
条

の
二
、
第
七
十
七
条

の
四

、
第
七
十
人
条
第

一
項
、
第
八
十

一
条
第

二
項
、
第
八
十

一
条

の
二
第

一
項

、
第
人
十

一
条

の
三
第

一
項
、
第
八
十
二
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項

、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
人
十
三
条

の
二
又
は
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定

に
よ
り
部
隊
等
が
行
動
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
隊
等
及
び
当
該
部
隊
等
に

関
係
の
あ
る
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
、
警
察
消
防
機
関
そ
の
他
の
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。

（
治
安
出
動
時

の
権
限
）

第
八
十
九
条
　
警
察
官
職
務
執
行
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
六
号
。

第
六
条

の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
は
第
七
十
人
条
第

一
項
又
は
第
八
十

一
条

と
な
る
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
電
子
計
算
機

通
信
防
護
措
置
と
し
て
実
施
す
べ
き
措
置
に
関
す

る
事
項

通
信
防
護
措
置

の
期
間

（関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
協
力
）

第
八
十
六
条
　
第
七
十
六
条
第

一
項
、
第
七
十
七
条
の
二
、
第
七
十
七
条
の
四

、
第
七
十
人
条
第

一
項
、
第
八
十

一
条
第
二
項
、
第
八
十

一
条
の
二
第

一
項

、
第
八
十
二
条

の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第

八
十
三
条
の
二
又
は
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
部
隊
等
が
行
動
す
る

場
合
に
は
、
当
該
部
隊
等
及
び
当
該
部
隊
等
に
関
係
の
あ
る
都
道
府
県
知
事

、
市
町
村
長
、
警
察
消
防
機
関
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は

、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（治
安
出
動
時

の
権
限
）

第
八
十
九
条
　
警
察
官
職
務
執
行
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

の
規

定

は
、
第

七
十

八
条
第

一
項

又
は
第

八
十

一
条

第

二
項

の
規
定

に
よ

り

-13-
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第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
自
衛
官
の
職
務

の
執

行
に

つ
い
て

匡

淮

第

六

条

の

一
一
第

一
項

歩尿
十

一
棟

規

定

は
当

力:

ら

ま

で

の

該
自
衛
官
の
う
ち
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

二
項

の
規
定
に
よ
る

処
置

を
適

正

に
と

る
た
め

に

必
要
な
能
力
を
有
す
る
部
隊
等
と
し
て
防
衛
大

臣

が
指

定

す

る
部

隊
等

に
属
す
る
も

の
の
職
務

の
執
行
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
第

二
項
中

「
公
安
委
員

会
」
と
あ

る
の
は

「
防
衛
大
臣

の
指
定
す
る
者
」
と
、
同
法
第
六
条

の
二
第

行
官

に
限

り
、

と

る

こ
と

が

で
き
る
も

の
と
す

る
。

こ
の
場
合
に
お

い
て
、

当
該
」
と
あ
る
の
は

「
処
置
を
と
る
」
と
、

「警
察
庁
長
官
」
ど
あ
一刻
劇
Ч
団

一防
衛
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は

「
あ
引

か
じ
め
、
防
衛
大
臣
を
通
じ
て
」
と
、
同
条
第
八
項
中

「
国
家
公
安
委
員
会

規
則
」
と
あ
る
の
は

「防
衛
省
令

」
と
、

「
そ

の
旨

を
」

と
あ

る

の
は

「
そ

の
旨
を
部
隊
等

の
長
を
通
じ
て
」
と
、
同
条
第
九
項
中

「
サ
イ
バ
ー
通
信
情

報
監

理
委
員
会

に
」

と
あ

る

の
は

「
防
衛

大
臣
を

通

じ

て
サ

イ
バ
ー

通
信
情

報

監

理
委
員
会

に
」

と
、

同
条
第
十
項
中

一
当
該
通
知
を
行

つ
た
サ
イ
バ
ー

危
害
防
止
措
置
執
行
官
が
所
属
す
る
警
察
庁

又
は
都
道
府
県
警
察

の
警
察
庁

長
官

又
は
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長

（
次
項
に
お
い
て

「警

長
官
等

（第
二
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ

つ
て
は
、
警
察
庁
長
官
）
」
と
あ

る
の
は

「
防
衛
大
臣

一
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２

　

（
略
）

一
項

中

一
処

置

は

警

察

庁

の
静
言
蓋
ホ
」昌
で

あ

る
サ

イ

危
害
防

止
措

置
執

」

と

長

同

中

9

」

と

り

ノ

‐
‐

出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
第
二
項
中

「
公
安
委
員
会
」
と
あ
る

の
は
、

「防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

　

（
略
）
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（重
要
電
子
計
算
機
に
対
す

る
通
信
防
護
措
置

の
際

の
権
限
）

第
九
十

一
条

の
三
　
警
察
官
職
務
執
行
法
第
六
条

の
二
第

二
項
か
ら
第
十

一
項

ま

で
の
規
定
は
、
第
八
十

一
条

の
三
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
通
信
防
護
措
置

を
と
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
の
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て

準

用
す

る
。

こ
の
場
合

に
お

い
て
、

同
法
第

六
条

の
二
第

二
項
中

「
サ
イ

バ

―

セ
キ

ュ
リ

テ

ィ

（
サ

イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ

ィ
基

本

法

（
平
成

二
十
六
年
法

律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
を

い
う
。
）

を
害
す
る
こ
と
そ

の
他
情
報
技
術
を
用

い
た
不
正
な
行
為

（
以
下
こ
の
項
に

お

い
て

「
情
報
技
術
利
用
不
正
行
為
」
と

い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「重
要

電

子
計
算

機

（
自
衛

隊
法

（
昭
和

二
十
九
年

法
律
第

百
六
十

五
号
）
第

八
十

一
条

の
三
第

二
項

に
規
定

す

る
重
要
電

子
計
算

機

を

い
う
。

第

四
項

に
お

い

て
同
じ
。
）
に
対
す
る
特
定

不
正
行
為

（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
不

い
いつ
ｃ

正

行

為

を

以
下

こ

の

項
に

お

い

て
同

じ

用
不
正
行
為
に
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
特
定
不
正
行
為

に
」
と
、
同
条
第
二

項
中

「
処
置
は
、
警
察
庁
の
警
察
官
で
あ
る
サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行

官

に
限

り
、

と

る

こ
と
が

で
き

る
も

の
と
す

る
。

こ

の
場
合

に
お

い
て
、
当

該
」
と
あ
る
の
は

「
処
置
を
と
る
」
と
、

「警
察
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は

「

防
衛
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は

「
あ
ら
か

じ
め
、
防
衛
大
臣
を
通
じ
て
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中

「
重
要
電
子
計
算
機

（
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る

法
律

（
令

和
七
年
法
律

第

号
）
第

二
条

第

二
項

に
規
定

す

る
重

要
電

子
計
算

機

を

い
う
ｃ

）

」

と
あ

る

の
は

一
重

要
電

子
計
算

機

」
と
、

同
条

第

人
項
中

「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
省
令
」
と
、

「
そ

）

」

と

情
報

技

術

利

（新
設
）
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´
）
に
日

ん
ｃ
」
　
じ
Ｃ

あ

る

の
は

一
そ

の
旨

を

認

隊

等

の
長

を

通

九
項
中

一
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会
に
」
と
あ
る
の
は

「防
衛
大
臣

名
遍
ｄ
刹
劇
例
剣
引
―‐
測
倒
情

監
理
委
員
会
に
」
と
、
同
条
第
十
項
中

「当

該
通
知
を
行

っ
た
サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
が
所
属
す
る
警
察
庁
又

は
都
道
府
県
警
察
の
警
察
庁
長
官
又
は
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本

部
長

（
次
項
に
お
い
て

庁
長
官
等
」
と

い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び

同
条
第
十

一
項
中

「警
察
庁
長
官
等

（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ

つ
て

は
、
警
察
庁
長
官
）
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と

す
る
。

（防
衛
出
動
時
の
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
権
限
）

第
九
十
二
条

　

（略
）

２
　
警
察
官
職
務
執
行
法

（第
六
条

の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
九
十
条
第

一
項

の
規
定
は
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊

の
自
衛
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
行
う
職
務
の

執
行
に

つ
い
て
、
副
円劇
『制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
調
翻
利
口

当
該
自
衛
官
の
う
ち
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
処
置
を
適
正
に
と
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
部
隊
等
と
し
て
防
衛

大
臣
が
指
定
す
る
部
隊
等
に
属
す
る
も

の
が
前
項

の
規
定

に
よ
り
公
共

の
秩

府

の

紳

揺

の
た

め
衛

ぅ

卿

診

の

う

衛

に

つ
い
て
、
海

上

保

安

庁

法

”

ユハ
久
沐

十

、
第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
十
人
条

の
規
定
は
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の
二
等
海
曹
以
上
の
自
衛
官
が
前

項
の
規
定
に
よ
り
公
共
の
秩
序

の
維
持

の
た
め
行
う
職
務

の
執
行
に

つ
い
て

じ

て

」

と

同
久
木
第

（防
衛
出
動
時
の
公
共
の
秩
序

の
維
持
の
た
め
の
権
限
）

第
九
十
二
条

　

（略
）

２
　
警
察
官
職
務
執
行
法
及
び
第
れ
刊
劃
劉
「
「
日
の
規
定
は
、
第
七
十
六
条
第

一
項

の
規

定

に

よ

り

出

動

を

命

ぜ

ら

れ

た
自

衛

隊

の
自

衛

官

が

前

項

の
規

定

に

よ

り

公

共

の
秩

序

の
維

持

の
た

め

行

う

職

務

の
執

行

に

つ
い

て
、
轟
「
月
側

安
庁
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
十
人
条

の
規
定
は
、
第
七
十

六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の
二
等
海
曹

以
上
の
自
衛
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
行
う
職

務
の
執
行
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
測
引
割
『
‐
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
が
前
項
の

規
定
に
よ
り
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
行
う
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
釧
「刷

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
職
務
執
行
法
第
四
条
第
二
項
中

「
公

安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
者
」
と
、
海
上
保
安
庁
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、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
は
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
出

動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
の
秩

序

の
維
持

の
た
め
行
う
職
務

の
執
行
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

こ

の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
職
務
執
行
法
第
四
条
第

二
項
中

「
公
安
委
員
会

」
と
あ
る
の
は

「防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
者
」
と
、
‐同
劇
」第
‐利
刹
硼
，一‐‐劇
「
ヨ

項
中

一
処
置
は
、
警
察
庁

の
警
察
官

で
あ
る
サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行

官

に
限

り
、
Ｌ

る

こ
と
が

で
き

る
も

の
と
す

る
。

こ

の
場
合

に
お

い
て
、
当

」

と

あ

る

の

を

と

る

」

と

、

」

と

防
衛
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は

「
あ
ら
か

じ
め
、
防
衛
大
臣
を
通
じ
て
」
と
、
同
条
第
人
項
中

「
国
家
公
安
委
員
会
規

則
」
と
あ
る
の
は

「防
衛
省
令
」
と
、

「
そ
の
旨
を
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の

旨
を
部
隊
等

の
長
を
通
じ
て
」
と
、
同
条
第
九
項
中

「
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報

監
理
委
員
会
に
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
大
臣
を
通
じ
て
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報

監
理
委
員
会

に
」
と
、
同
条
第
十
項
中

「
当
該
通
知
を
行

つ
た
サ
イ
バ
ー
危

害
防
止
措
置
執
行
官
が
所
属
す
る
警
察
庁

又
は
都
道
府
県
警
察

の
警
察
庁
長

官

又
は
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長

（次
項
に
お

い
て

「警
察

庁
長
官
等
」
と

い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
十

一
項
中

「警
察
庁
長

官
等

（
第

三
項

に
規
定

す

る
場
合

に
あ

つ
て
は
、
警
察
庁

長
官
）

」

と
あ

る

の
は

「防
衛
大
臣
」
と
、
海
上
保
安
庁
法
第
二
十
条
第
二
項
中

「前
項
に
お

い
て
準
用
す
る
警
察
官
職
務
執
行
法
第
七
条
」
と
あ
る
の
は

「
自
衛
隊
法

（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
二
条
第

二
項
に
お

い
て
準
用

す
る
警
察
官
職
務
執
行
法
第
七
条
及
び
自
衛
隊
法
第
九
十
条
第

一
項
」
と
、

「
第
十
七
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
法
第
九
十
二
条
第

二
項
に
お
い
て

る

とハ
条

第

項

第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定

に
よ
り
出
動
を
命

ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊

の
自
衛
官
が
公
共

の
秩
序

の
維
持

の
た
め
行
う
職
務
」
と

、

「
海
上
保
安
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も

の

と
す
る
。 「海

上
保
安
官
又
は
海
上
保
安
官
補
の
職
務
一
と
み
る
の
出
‐
「
第
「
刊

-17-
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あ

Ｃ

は

一

法
第

二
十

条

第

二
項

中

「
前

項

に

お

い

て
準

用

す

る
警

察

官

職

務

執

行

法

第

七
条

」

と

あ

る

の
は

「
こ

の
項

に

お

い

て
準

用

す

る
警

察

官

職

務

執

行

法

第

硼
墨
創
倒
観
Ｊ
洲
悧
¶
倒
第

九

十
条

第

一
項

」

と
、

「
第

十

七

条

第

一
項

」

と

あ

る

の
は

「ョ

（‐『
劇悧

，一‐『
測
コ
］‐́
「「
準

一‐利
引
引
創
判
Ｊ
「倒
引
翻
「
調

第

十

七
条

第

一
項

」



準
用
す
る
第
十
七
条
第

一
項
」
と
、

「海
上
保
安
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は

「

防
衛
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

・
４
　

（略
）

（
自
衛
隊
等
が
使
用
す
る
特
定
電
子
計
算
機

の
警
護

の
た
め

の
権
限
）

第
九
十
五
条

の
四
　
警
察
官
職
務
執
行
法
第
六
条

の
二
第

二
項
か
ら
第
十

一
項

ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ

る
特
定
電
子
計
算
機

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為

の

禁
止
等

に
関
す
る
法
律

（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第

一

項
に
規
定
す
る
特
定
電
子
計
算
機
を
い
う
。
）
を
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

二
条

に
規
定
す

る
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
を

い
う
。
）
を
害
す
る
こ
と
そ

の
他
情
報
技
術
を
用

い
た
不
正
な
行
為

か
ら
職
務
上
警
護
す

る
自
衛
官

の
職

務

の
執
行
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合

に
お
い
て
、
警
察
官
職
務
執
行

法
第
六
条

の
二
第

二
項
中

「
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
」
と
あ
る
の
は

一

、
自
衛
隊
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
五
条
の
四
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
電
子
計
算
機

（第
四
項
た
だ
し
書
に
お
い
て

「特

定
電
子
計
算
機
」
と

い
う

対

す

る

「
情
報
技
術
利
用
不
正
行
為
に
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
情
報
技
術
利
用
不
正

行
為

に
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
処
置
は
、
警
察
庁

の
警
察
官

で
あ
る
サ
イ

バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
に
限
り
、
と
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

Ｊ
‐硼
‐場

合
に
お
い
て
、
当
該
」
と
あ
る
の
は

「処
置
を
と
る
」
と
、

「警
察

庁
長
官
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項

中

あ

ら

力う

じ

め

」
と
あ
る

の
は

「
あ
ら
か
じ
め
、
防
衛
大
臣
を
通
じ
て
」
と
、
同
項
た
だ
し

サ

イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ

ィ
」

と
、

３

・
４

　

（
略
）

（新

設
）
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書
中

「
に
対

」
と
あ
る
の
は

「
で
あ
る
特
定
電
子
計
算
機
に
対
し
一
と
、

同
条

第

八
項
中

「
国
家
公
安
委
員
会
規

則
」
と
あ
る
の
は

「防
衛
省
令
」
日

「
そ

の
旨

を

」

と

ぁ
‐

る

の
は
　
「
そ

の
』
日
を

部
隊
等

の
長
を
通
じ
て
」
と
、

同
条

第
九

項
中

「
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監

委
員
会

に
」

と
あ

る

の
は

「
防

引

＝
―
「
Ч
「
コ
ー
■
■

ｌ
ｉ

■
■
１
４

・
１
‥
―
●
‥
―

―
―
ヨ
】
―
１
１

１
＝
１
■
■

，
１
１
１
１

■
１
１
１

１１
ヨ
１
１
‥
―

―
―
―
―
―
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‥
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―
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―
―
―
―
―
―
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衛
大
臣
を
通
じ
て
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会

に
」
と
、
同
条
第
十
項

中

「
当
該
通
知
を
行

つ
た
サ
イ
バ
ー
危
害
防
上
措
置
執
行
官
が
所
属
す
る
警

察
庁

又
は
都

府
県
警
察

の
警
察
庁
長
官

又
は
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県

警
察

本
部

長

（
次
項

に
お

い
て

一警
察
庁
長
官
等
」
と

い
う
。
）
」
と
あ
り

、
及
び
同
条

十

一
項
中

「警
察
庁
長
官
等

（第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に

あ

つ
て
は
、
警
察

庁

長
官
）

」

と
あ

る

の

一防
衛
大
臣
」
と
読
み
替
え
る

も

の
と
す

る
。

二 |一 |

に
基

づ

き

澤
本

国

に
あ

る

ア

メ
リ
カ
合
衆
国

の
軍
隊
が
使
用
す
る
特
定
電

子
計
算
機

21

前
項
第

二
号
に
掲
げ
る
特
定

電
子
計
算
機
に
対
す
る
同
項
の
警
護
は
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国

の
軍
隊

か
ら

要
請
が
あ

つ
た
場

合

で

あ

つ
て
、
防
衛
大
臣
が

必
要
と
認

め

る
と

き

に
限

り
、
自
衛
官
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（対
象
施
設
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
権
限
）

第
九
十
五
条

の
五

　

（略
）

（
対
象
施
設

の
安
全

の
確
保

の
た
め

の
権
限
）

第

九

十

五
条

の
四

　

（
略
）

自
衛
隊
が
使
用
す
る
特
定
電
子
計
算
機

日
本

国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆

国

と

の
間

の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
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